
 

 

 

 

 

日本輸血・細胞治療学会認定医制度規則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本輸血・細胞治療学会認定医制度審議会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

日本輸血・細胞治療学会認定医制度規則 

 

 

目   次 

 

Ⅰ．日本輸血・細胞治療学会認定医制度導入趣旨 ································································· １ 

Ⅱ．日本輸血・細胞治療学会認定医制度規則 ······································································· １ 

Ⅲ．日本輸血・細胞治療学会認定医制度施行細則 ································································· ２ 

Ⅳ．日本輸血・細胞治療学会認定医制度審議会内規 ······························································ ３ 

Ⅴ．日本輸血・細胞治療学会認定医制度審議会申し合せ事項 ·················································· ４ 

Ⅵ．日本輸血・細胞治療学会認定医制度指定カリキュラム ····················································· ４ 

Ⅶ．日本輸血・細胞治療学会認定医制度指定施設 ································································· ７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

Ⅰ．日本輸血・細胞治療学会認定医制度導入趣旨 

 

日本輸血・細胞治療学会は安全にして効果的な輸血の

発展と普及を目指し，輸血医学の基礎および臨床に関する

知識と実践力を備えた医師を育成することを目的として，

この制度を導入する． 

 

平成 3 年 4 月 10 日 

日本輸血学会々長 遠山 博 

 

 

Ⅱ．日本輸血・細胞治療学会認定医制度規則 

平成 3年 4月 10日制定 

平成 9 年 6 月 1 日改正 

（趣旨） 

第1条 この制度は安全にして効果的な輸血の発展と普

及を目指し，輸血医学の基礎および臨床に関する知識と

実践力を備えた医師を育成することを目的とする． 

第2条 日本輸血・細胞治療学会（以下学会と略す）は

前条の目的を達成するため，この規則により学会認定医

（以下認定医と略す）を認定する． 

（認定医制度審議会） 

第3条 学会認定医制度に関する必要事項を審議し，認

定医の認定作業を円滑公平に実施するため，学会認定医

制度審議会（以下審議会と略す）を設置する． 

第4条 審議会の組織，運営については別に定める． 

（認定医制度指定カリキュラム） 

第5条 学会は認定医育成のために，学会認定医制度指

定カリキュラム（以下指定カリキュラムと略す）を定め

る． 

（認定医制度指定施設） 

第6条 認定医育成のために適当と認めた施設を，認定

医制度指定施設（以下指定施設と略す）として認定する． 

第7条 前条の指定施設は次の各項をすべて具えていな

ければならない． 

1. 認定医が勤務し，輸血医学に関する教育指導体制が

とられていること． 

2. 輸血医療の実績を有し，輸血業務の全般を修得でき

る医療機関であること． 

3. 研修に関する要員，設備，機器，図書が十分である

こと． 

第8条 学会理事長は，審議会が選定した施設に対して，

「日本輸血・細胞治療学会認定医制度指定施設認定証」

を交付する．認定証の有効期間は５年とする． 

第9条 指定施設は５年ごとに更新の手続きをしなけれ

ばならない． 

第10条 指定施設は次の場合に認定が解除される． 

1. 第７条に該当しなくなったとき． 

2. 指定施設の認定を辞退したとき． 

 

（認定医申請の資格と手続き） 

第11条 認定医の申請には，次の各項をすべて具えてい

なければならない． 

1. 日本国の医籍登録後７年以上を経ていること． 

2. 申請時において原則として５年以上継続して学

会々員であること．ただし，このうち２年は学会に

密接に関連する他の学会の会員歴をもって充てる

ことができる． 

3. 指定施設において，認定医の指導の下に合計２年以

上研修し，指定カリキュラムを履修していること． 

4. 学術論文，学会発表等の業績発表により，認定医申

請の資格審査基準に必要な単位を取得しているこ

と． 

第12条 認定医の申請には，必要書類を認定医制度事務

局に送付し，所定の認定医申請料及び受験料を納付しな

ければならない． 

（申請者の資格審査及び試験） 

第13条 審議会は年１回申請書類により申請者の資格審

査を行い，必要な条件を満たす者に対して試験を行う． 

第14条 審議会は試験結果について合議し，認定医とし

ての適否を審査し，審査結果を学会理事長に報告する． 

（認定医の登録） 

第15条 学会理事長は審議会の審査結果報告に基づき，

適格者を認定医として認定し，「日本輸血・細胞治療学

会認定医登録原簿」に登録する． 

第16条 認定医資格は登録後発効する． 

1. 登録は認定医登録料を納付した者に対してこれを

行う． 

2. 登録者には登録時に「日本輸血・細胞治療学会認定

医認定証」を交付し，その旨を学会誌に発表する． 

3. 認定証の有効期間は５年とする． 

（認定医の登録更新） 

第17条 この制度は更新制とする．したがって認定を引

続き希望する者は５年ごとに認定医登録の更新をしな

ければならない． 
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第18条 更新を申請する者は５年間に更新申請の資格審

査基準を満たす単位を取得しなければならない． 

第19条 更新には必要書類を提出し，登録更新料を納付

しなければならない． 

（認定医の取消し） 

第20条 認定医は，次の各項の理由によりその資格を取

消される． 

1. 医師の資格を喪失したとき． 

2. 学会を退会したとき． 

3. 認定医登録の更新をしなかったとき． 

4. 認定医としてふさわしくない行為があったとき． 

第21条 前条第４項の判定は，審議会の審議に基づき，

学会理事長がこれを行う． 

（付則） 

第22条 この規則は平成 3 年 4 月 10 日から施行する． 

第23条 この規則は審議会及び学会社員総会の議決を経

なければ，変更または廃止することができない． 

第24条 この規則を施行するため，別に施行細則を定め

る． 

 

 

Ⅲ．日本輸血・細胞治療学会認定医制度施行細則 

平成 3年 4月 10日制定 

平成 9 年 6 月 1 日改正 

平成 13 年 11 月 2 日改正 

平成 30 年 5 月 24 日改正 

第1条 日本輸血・細胞治療学会（以下学会と略す）認

定医制度規則（以下規則と略す）の施行にあたり，規則

に定める以外の事項については，学会認定医制度施行細

則（以下細則と略す）および同審議会内規の規定に従う

ものとする． 

（認定医制度指定施設の基準） 

第2条 認定医制度指定施設（以下指定施設と略す）は，

規則第７条に定める以外に，次のいずれかに該当してい

なければならない． 

1. 原則として次の条件を具えている病院． 

ｲ． 認定医が勤務していること． 

ﾛ． 病床数 300 床以上． 

ﾊ． 年間血液製剤使用量 3,000 単位以上． 

ﾆ． 輸血療法委員会を年６回以上定期的に開催して

いること． 

2. 全国赤十字血液センター． 

3. 前項１．のロ又はハに該当しない施設及び外国にお

ける施設については審議会が適当と認めた施設． 

（指定施設の認定および認定更新） 

第3条 指定施設の認定および認定更新については，学

会理事長が審議会の審議に基づいて認定証を交付する． 

（認定医申請の資格審査基準） 

第4条 規則第 11条に定める認定医申請の資格審査基準

として，次の表により 50 単位以上を取得していなけれ

ばならない． 

 

認定医申請資格審査基準単位 

 筆頭 共同 備   考 

  （共著） 

原著論文 20 5 輸血医学関連のものに限る 

その他の論文 10 3 同 上 

学会等発表 10 2 同上（抄録記録のあるもの） 

 

（認定医申請の手続き） 

第5条 認定医の申請には，原則として次の各項の書類

を認定医制度事務局に毎年所定の期日までに提出しな

ければならない． 

1. 認定医申請書 

2. 履修歴申告書 

3. 指定施設の認定または審議会による研修修了証明

書 

4. 認定医申請の資格審査基準を満たす業績目録等 

第6条 認定医の申請には，認定医申請料 10,000 円およ

び受験料 30,000 円を納入しなければならない． 

（認定医の試験） 

第7条 認定医の試験は筆記，口頭，実技試験とする． 

（認定医の登録） 

第8条 認定医試験合格者は登録料 20,000円納入ののち，

認定医として登録され，認定証の交付を受ける． 

（認定医の登録更新） 

第9条 ５年ごとの登録更新料は，有効期間の最終の年

に行う．更新申請料 10,000 円及び登録更新料 10,000 円

を納入しなければならない． 

第10条 ５年間に取得すべき更新申請資格審査基準単位

は，次の表により加算して 50単位以上あるものとする． 

うち少なくとも 10 単位は日本輸血・細胞治療学術総会

への参加でなければならない*． 

更新申請資格審査基準単位 

 単位 

学会参加 日本輸血・細胞治療学術総会 10 

国際輸血学会総会, アメリカ血液 
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銀行協会総会(AABB)等 8 

 日本輸血細胞治療学会秋季ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ   5 

 日本血液事業学会総会 5 

 日本輸血細胞治療学会支部会例会 5 

 その他の輸血医学関連学会総会， 

   研究会，講演会等** 3 

 日本医学会総会 3 

 日本医師会生涯教育講座 2 

研究発表*** 原著論文（筆頭） 15 

 同上（共同） 5 

 その他の論文（筆頭） 5 

 同上（共同） 3 

 学会発表（筆頭） 5 

 同上（共同） 3 

*この要件は 2020 年度の認定医更新者から適応する． 

** 日本医学会分科会のうち輸血医学に関連のある学

会．その他は審議会において審査する． 

*** 発表内容は輸血医学関連のものに限る． 

 

第11条 登録更新には，登録更新申請書，更新用実績報

告書，更新申請資格審査基準単位を証明する書類等を提

出しなければならない． 

（付則） 

第12条 この細則は平成 3 年 4 月 10 日から施行する． 

第13条 この細則は審議会の議決を経なければ，変更ま

たは廃止することができない．

 

Ⅳ．日本輸血・細胞治療学会認定医制度審議会内規 

平成 3年 4月 10日制定 

平成 9 年 6 月 1 日改正 

（趣旨） 

第1条 この内規は，日本輸血・細胞治療学会認定医制

度規則第４条の規定に基づき，同認定医制度審議会（以

下審議会と略す）の組織および運営に関し必要な事項を

定める． 

（目的） 

第2条 審議会は日本輸血・細胞治療学会認定医（以下

認定医と略す）の認定作業を円滑に実施するため，認定

医制度に関する必要事項を審議することを目的とする． 

（組織） 

第3条 審議会は会長，副会長および委員若干名をもっ

て組織する． 

会長は学会評議員のうちから学会理事長が委嘱する． 

委員は学会評議員のうちから会長が委嘱する． 

第4条 会長および委員の任期は２年とし，再任を妨げ

ない．ただし，欠員が生じた場合の補欠の任期は，前任

者の残任期間とする． 

第5条 会長は会務を総括し，審議会を代表する． 

会長に事故あるときは，副会長がその職務を代行する． 

（委員会） 

第6条 審議会は専門事項を調査審議するために，次の

委員会を置く． 

1. 認定医制度指定カリキュラム委員会 

2. 認定医制度指定施設選定委員会 

3. 認定医申請資格審査委員会 

4. 認定医試験委員会 

第7条 委員会に属すべき委員は当該委員長が指名し，

会長が委嘱する．任期は第４条の規定に準ずる． 

 

（議事運営） 

第8条 審議会の議事運営は次の各項により行う． 

1. 会長が招集し，その議長となる． 

2. 審議会は年１回以上開かなければならない． 

3. 審議会は会長および委員の３分の２以上の出席をも

って成立する． 

4. 審議会の議事は出席者の過半数の同意により議決さ

れる． 

前４項の規定は委員会の議事運営においても準用され

る． 

第9条 会長または委員長は議事録を作成し，これを保

管しなければならない．議事録は原則として公開しない． 

第10条 審議会委員または委員会委員は，業務上入手し

た会員に関する一切の情報を守秘する義務がある． 

（報告および答申） 

第11条 会長は審議会の審議結果を学会理事長に報告し

なければならない．各委員長は委員会の審議結果を会長

に答申する． 

（改正） 

第12条 この内規の改正には，審議会委員の３分の２以

上の同意を必要とする． 

（雑則） 

第13条 この内規に定めるもののほか，必要な事項は審

議会が定める． 

（付則） 

この内規は平成 3 年 4 月 10 日から施行する．
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Ⅴ．日本輸血・細胞治療学会認定医制度審議会申し合せ事項 

平成 3年 4月 10日 制定 

平成 9 年 6 月 1 日 改正 

平成 25 年 5 月 16 日改正 

平成 29 年 6 月 21 日改正

 

（関連学会） 

第1条 規則第 11 条第 2 項の「学会に密接に関連する他

の学会」とは，日本医学会分科会のうち輸血医学に関連

のある学会を指す．その他の学会についてはその都度審

議会において審査する． 

（主たる研修施設が赤十字血液センターである場合） 

第2条 認定医申請者の主たる研修施設が細則第 2 条第 2

項に定める全国赤十字血液センターである場合，指定施

設である病院において原則として 1 年以上（常勤でなく

てもよい）研修を行うこととする． 

（歯科医師の認定） 

第3条 規則，細則等に定める医師は歯科医師と読み替え

ることができる． 

（外国医師の認定） 

第4条 日本国医籍登録をしていない外国医師で，「外国

医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第

17 条及び歯科医師法第 17 条の特例等に関する法律」施

行細則，内規の定めるところにより臨床修練をしている

者は，認定医を申請することができる． 

（認定医取消し後の復活） 

第5条 やむをえない事情による学会費滞納または登録

更新の機を失したため取消された認定医資格は審査の

上，復活を認めることがある． 

（特例措置としての認定） 

第6条 認定医の認定審査にあたり特例とすることが妥

当と考えられるときは，審議会で審議し，学会理事長が

裁定する． 

（疑義の取扱い） 

第7条 規則等の施行について疑義が生じたときは，審議

会の議決によって決定とし，規則等の改正が行われるま

で，申し合せ事項とする． 

（研修未履修者の支部長推薦による受験） 

第8条 

日本輸血・細胞治療学会認定医制度規則の第11条の 

３に定める研修が、近隣に研修施設が無い等の止むを 

得ない理由により未履修であるが、履修に等しい実力 

と見識を備えていると認められる場合、認定医1名と 

地域支部長1名との推薦があれば、研修歴を免除して 

受験することができる。 

（受験申請時の研修暦2年に充当可能な学会） 

               

第9条 

認定医制度規則第11条の2.に記載されている「学会に 

密接に関連する他の学会」は、以下の学会とする。 

日本内科学会、日本小児科学会、日本皮膚科学会、 

日本外科学会、日本整形外科学会、 

日本産科婦人科学会、日本耳鼻咽喉科学会、 

日本泌尿器科学会、日本脳神経外科学会、 

日本医学放射線学会、日本麻酔科学会、 

日本病理学会、日本臨床検査医学会、 

日本救急医学会、日本形成外科学会 

日本移植学会、日本法医学会、 

日本人類遺伝学会、日本ウイルス学会、 

日本自己血輸血学会、日本造血細胞移植学会、 

日本アフェレシス学会、 

（認定更新時に参加単位の対象となる学会等） 

第10条 

1.認定医制度施行細則第１０条「更新申請資格審査基準 

単位」表の“その他の輸血医学関連学会総会、研究会、 

講演会等”とは、以下の学会総会、研究会、講演会と 

する。 

輸血医学関連学会総会 

日本医学会分科会 

日本血液学会、日本免疫学会、日本人類遺伝学会、 

日本肝臓学会、日本救急医学会、日本法医学会、 

日本麻酔学会、日本感染症学会、 

日本アレルギー学会、日本リウマチ学会、 

日本産婦人科学会、日本臨床検査医学会 

日本移植学会、日本ウイルス学会、 

日本医学会分科会以外の学会 

日本血栓止血学会、日本自己血輸血学会、 

日本組織適合性学会、日本臨床免疫学会、 

日本造血細胞移植学会、日本職業・災害医学会、  

日本エイズ学会、 日本アフェレシス学会、 

日本血液代替物学会 

国際学会 

なし 

研究会、講演会 

日本輸血・細胞治療学会、および、その支部が 

主催、共催、協賛、後援した会 

2.認定医制度施行細則第 10 条「更新申請資格審査基準 

単位」表の”その他の論文”とは、査読があるものとする。
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 Ⅵ．日本輸血・細胞治療学会認定医制度指定カリキュラム 

平成 3年 4月 10日制定 

平成 9 年 6 月 1 日改正 

A. 指定カリキュラム：必修 

1 ：目標 

以下に定める内容を修め，輸血医学に関する幅広い知

識と実践力を備えて，安全かつ適正な輸血療法を実施

できるようにすること． 

 

2 ：内容 

I ：輸血の発展史と現状 

I-1 ：輸血の歴史 

I-2 ：世界各国における輸血（血液事業を含む）の現

状 

I-3 ：日本における輸血（血液事業を含む）の発展と

現状－わが国の輸血学小史を含む 

II ：輸血医学の基礎 

II-1 ：遺伝学 

II-1-1 ）遺伝の一般的概念 

II-1-2 ）遺伝子と疾患 

II-1-3 ）DNA と RNA 

II-2 ：免疫学 

II-2-1 ）免疫の一般的概念 

II-2-2 ）抗原，抗体，補体 

II-2-3 ）免疫担当細胞と免疫応答 

II-2-4 ）感染免疫 

II-2-5 ）自己免疫，免疫不全，アレルギー 

II-3 ：血液学 

II-3-1 ）造血機構 

II-3-2 ）血球の形態，カイネティックス，生化学と

機能 

II-3-3 ）鉄代謝 

II-3-4 ）血液凝固と線維素溶解 

II-4 ：循環生理学 

II-4-1 ）体液バランス 

II-4-2 ）酸・塩基平衡 

II-4-3 ）ヘモグロビンの酸素運搬能 

II-4-4 ）循環血液量の算定 

III ：血液型 

III-1 ：赤血球の抗原と抗体 

III-1-1 ）ABO 血液型 

III-1-2 ）Rh 血液型 

III-1-3 ）その他の血液型 

III-1-4 ）輸血に必要な検査と意義－不規則抗体スク

リーニングと同定，交差適合試験，抗グロ

ブリン試験，緊急時の検査など 

III-2 ：リンパ球，顆粒球，単球の同種抗原 

III-3 ：血小板の同種抗原 

III-4 ：HLA 抗原系 

III-5 ：血漿蛋白質の同種抗原 

III-6 ：レクチン,自己抗体とその他赤血球凝集因子 

III-7 ：母子免疫 

III-8 ：親子鑑定の基礎 

IV ：わが国の献血者の確保対策と血液の供給体制 

IV-1 ：基本方針 

IV-2 ：献血者の確保対策 

IV-3 ：輸血用血液と血漿分画の供給体制 

V ：輸血用血液と血漿分画 

V-1 ：供血者 

V-1-1 ）選択 

V-1-2 ）検査－告知・健康管理を含む 

V-2 ：採血 

V-2-1 ）全血採血 

V-2-2 ）成分採血（アフェレーシス） 

V-2-3 ）採血時の副作用・事故と対策－救急蘇生法

を含む 

V-2-4 ）採血機器－血液バック，抗凝固剤，自動採

取機など 

V-3 ：採血血液成分の分離・製造・保存 

V-3-1 ）輸血用血液 

V-3-2 ）血漿分画 

V-3-3 ）造血幹細胞 

V-4 ：品質管理－製剤基準を含む 

VI ：輸血療法 

VI-1 ：基本的概念 

VI-2 ：血液製剤の特性と適応 

VI-2-1 ）全血 

VI-2-2 ）赤血球 

VI-2-3 ）顆粒球 

VI-2-4 ）血小板 

VI-2-5 ）血漿 

VI-2-6 ）凝固因子 

VI-2-7 ）アルブミン 

VI-2-8 ）免疫グロブリン 

VI-3 ：疾患・病態別の輸血療法 

VI-3-1 ）待機的手術－タイプ・アンド・スクリーン
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( Ｔ＆Ｓ ) ，最大手術血液準備量方式

(MSBOS)を含む 

VI-3-2 ）麻酔下の輸血（術中輸血） 

VI-3-3 ）緊急（救急医療）時の輸血－ショック，大

量輸血を含む 

VI-3-4 ）心肺バイパス（人工心肺） 

VI-3-5 ）白血病 

VI-3-6 ）再生不良性貧血 

VI-3-7 ）溶血性貧血 

VI-3-8 ）特発性血小板減少性紫斑病(ITP) 

VI-3-9 ）血栓性血小板減少性紫斑病(TTP) 

VI-3-10 ）その他の自己免疫性疾患 

VI-3-11 ）血友病などの凝固因子欠乏症 

VI-3-12 ）播種性血管内凝固(DIC) 

VI-3-13 ）重症感染症 

VI-3-14 ）悪性腫瘍 

VI-3-15 ）肝疾患 

VI-3-16 ）腎疾患 

VI-3-17 ）火傷 

VI-3-18 ）小児への輸血 

VI-3-19 ）周産期・新生児への輸血 

VI-3-20 ）その他（産科） 

VI-4 ：輸血の実際 

VI-4-1 ）輸血量・輸血速度 

VI-4-2 ）輸血の実技－輸血セット，フィルター，血

液加温器など 

VI-4-3 ）その他－放射線照射など 

VI-5 ：輸血の臨床的効果の評価 

VII ：サイトカイン療法 

VII-1 ：エリスロポエチン 

VII-2 ：G-CSF 顆粒球増殖因子 

VII-3 ：INF インターフェロン 

VII-4 ：その他のサイトカイン 

VIII ：自己血輸血 

VIII-1 ：基本的概念 

VIII-2 ：適応 

VIII-3 ：実施方法 

VIII-3-1 ）貯血式・液状保存 

VIII-3-2 ）貯血式・凍結保存 

VIII-3-3 ）血液希釈式 

VIII-3-4 ）出血血液回収式 

IX ：輸液療法 

IX-1 ：晶質液 

IX-2 ：膠質液 

IX-3 ：高カロリー輸液療法と基礎栄養法 

IX-4 ：代用赤血球（酸素運搬体） 

X ：治療的プラスマフェレーシスとサイタフェレーシス 

X-1 ：基本的概念 

X-2 ：適応 

X-2-1 ）サイタフェレーシスの種類と適応 

X-2-2 ）プラスマフェレーシスの適応 

X-3 ：実施方法 

XI ：新生児溶血性疾患(HDN) 

XII ：移植と輸血 

XII-1 ：骨髄移植 

XII-1-1 ）同種骨髄移植 

XII-1-2 ）自家骨髄移植 

XII-1-3 ）末梢血幹細胞移植 

XII-1-4 ）骨髄バンク・コーディネイティング

(co-ordinating)，組織(system)を含む 

XII-2 ：その他の臓器移植 

XII-2-1 ）肝移植 

XII-2-2 ）腎移植 

XIII ：輸血による免疫療法 

XIII-1 ：リンパ球移入療法 

XIII-2 ：養子免疫療法 

XIII-3 ：Donor-specific transfusion (DST) 

XIV ：輸血による副作用と対策 

XIV-1 ：免疫学的機序によるもの 

XIV-1-1 ）溶血性 

XIV-1-2 ）発熱性（非溶血性） 

XIV-1-3 ）アレルギー性 

XIV-1-4 ）アナフィラキシー反応 

XIV-1-5 ）輸血後移植片対宿主病(GVHD) 

XIV-1-6 ）その他 

XIV-2 ：非免疫学的機序によるもの・物理的溶血，

過剰負荷，アシドーシス，ヘモジデローシス，

細菌汚染など 

XV ：輸血による感染症と対策 

XV-1 ：肝炎ウィルス(HBV, HCV, HDV など) 

XV-2 ：ヒト免疫不全ウィルス(HIV) 

XV-3 ：ヒト T リンパ向性ウィルスⅠ型(HTLV-1) 

XV-4 ：その他のウィルス 

XV-4-1 ）サイトメガロウイルス 

XV-4-2 ）EBV, Parvo B19, プリオンなど 

XV-5 ：その他－梅毒，

原虫など 

XVI ：輸血部と血液センターの管理業務 

XVI-1 ：輸血と法規 

XVI-1-1 ）輸血に関する法規，ガイドラインなど 

 輸血療法の適正化ガイドライン 

 血液製剤使用適正化ガイドライン 

 血液製剤の保管管理マニュアル 

 製造物責任法（ＰＬ法） 

XVI-1-2 ）説明と同意(informed consent) 

XVI-1-3 ）プライバシーの保護 

XVI-1-4 ）宗教上の問題 

XVI-2 ：管理業務 
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XVI-2-1 ）Cost-effectiveness－保険適応を含む 

XVI-2-2 ）精度・品質管理－検査手技，試薬，機

器など 

     XVI-2-3 ）業務管理－記録，在庫管理，自動化， 

電算化など 

XVI-2-4 ）危機管理 

XVI-2-5 ）職場管理（血液センターの立場より） 

         職場管理（病院輸血部の立場より） 

XVII ：輸血部の対外業務関係 

XVII-1  ；病院内輸血関連業務管理・「院内輸血療法

委員会」 

XVII-2 ：血液センターとの相互連携 

 

 

         

B. 指定カリキュラム：選択 

１：目標 

以下に定める内容のうち少なくとも１項目以上につい

て専門的な知識を有し，それらを施行できることが望まし 

 

い． 

 

２：内容 

Ⅰ：臨床的な分野 

１ 自己血輸血 

２ 成分採血（アフェレーシス） 

３ 血漿交換・血液浄化法 

４ 交換輸血：新生児・小児への輸血，新生児集中治

療施設(NICU)における処置を含む 

５ リンパ球を用いる輸血療法：養子免疫療法，リン

パ球移入による脱感作療法 

６ 自己・同種骨髄移植，末梢血幹細胞移植 

７ 臓器移植への輸血支援 

８ 出血傾向の診断と治療 

９ サイトカイン(cytokine)を用いる療法 

など 

Ⅱ：基礎技術的な分野 

１ 血球抗原の同定：リンパ球(HLA)，血小板，顆粒

球など 

２ 親子鑑定 

３ 細胞培養：ハイブリドーマ(hybridoma)作成など 

４ 血液成分の凍結保存法 

５ 血漿蛋白の分画・精製法 

６ 遺伝子技術 

７ DNA 診断 

８ 血液成分中の微生物の検出法 

など 

Ⅲ．社会医学的な分野 

１ 血清疫学的な調査 

２ 輸血に基因する諸反応の広域的な調査 

３ まれな血液型患者対策 

４ 供血者の健康管理：特に貧血・病原体保有者対策 

など 

 

 

 

 

Ⅶ．日本輸血・細胞治療学会認定医制度指定施設 

平成 3 年 4 月 10 日改定 

 

本学会は認定医育成のために適当と認めた施設認定

医制度指定施設（以下指定施設と略す）として認定す

る（規則第６条）．指定施設の選定作業は審議会指定施

設選定委員会において行う． 

指定施設については別に告示する． 

 

 


